
 
 

都市計画は、広く住民のみなさんの意見を聴いて定められます。 

都市計画案の作成にあたっては、説明会や公聴会などを開催するとともに、案の縦覧、市及び県の都市計画審議会の

審議などを経て決定されます。 

また、住民に身近な地区計画の都市計画案の作成に際しては、利害関係者の意見が反映されるように、条例でその手

続きが定められています。 
 

都市計画の決定手続き 


